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インドネシア：建物の建設に関する要件の改定 
執筆者：吉本 祐介、Siti Kemala Nuraida、Andhika Indrapraja 

 

 インドネシアのビジネス環境を改善するため、インドネシア政府は、建物の建築に関する 2002 年法令第 28 号の実施規則である

2021 年政令第 16 号(以下「政令 16 号」といいます。)を制定しました。同規則は、建物の建設に関する多くの旧規則を統合、簡素

化、及び修正するものです。 

 

 政令 16 号は、「建物」を、それぞれの特徴と技術的な基準に基づき、一般建物、遺産建物、特定目的建物、グリーン建物及び政

府建物に区分しています。本ニューズレターでは、一般建物に焦点を絞って説明します。 

 

 政令 16 号では、新「建築許可」(Persetujuan Bangunan Gedung、以下「PBG」といいます。)の導入、建物の所有権の明確化など

が行われています。 

 

1. 新建築許可制度 

 

 一般建物の建築許可プロセスのフローチャートは以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

a.  開発者は、建物のある地方政府から都市計画情報(Keterangan Rencana Kota - KRK)を入手します。 

 

KRK PBG 工事
SLF + 

SBKBG

利用

開始

2021年 

5月12日号 

ⓐ ⓑ ⓒ 
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b.  政令 16 号とオムニバス法は、旧建築許可（Izin Mendirikan Bangunan、以下「IMB」といいます。）に代わる新しい建築許可

として、PBG を導入しています。政令 16 号の施行前に発行された既存の IMB も、その期限まで有効です。 

 

 名称は変わりましたが、IMB と PBG は同一の目的を果たしており、建物の工事、改造、増築、改築又は維持の開始前に取

得する必要があります。PBG を取得するための要件は、IMB に比較的似ていますが、より簡潔で整合性のとれた手順となっ

ています。 

 

 PBG との関連で注目すべき点の一つは、いわゆる「集合 PBG」の導入です。これは、同じ都市技術計画を有する 1 エリア

内の建物群に対して一括して出される建築許可です。この集合 PBG により、住宅開発業者が事業を行う際の許可取得に関

する事務が削減されることが見込まれます。 

 

c.  建物が開発者によって利用される前に、機能価値証明書(Sertifikat Laik Fungsi、以下「SLF」といいます。)と建物所有権証

明書(Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung、以下「SBKBG」といいます。)を取得する必要があります。SLF と SBKBG の

ない既存の建物は、SLF と SBKBG を取得する必要があることにご留意下さい。 

 

2. 建物所有権の明確化 

 

 政令 16 号では、建物の所有権の証拠として SBKBG を導入し、建物の所有権をより明確にしたほか、譲渡、売買、相続、入札の

いずれかの方法で建物を売却・購入するための具体的な手続きを定めています。建物の売買は、公証人の面前で作成された公

正証書により行う必要があります。 

 

 第三者の土地上に建物を建築するときは、事前に土地の所有者の承諾を得なければなりません。その後、建物の所有者は、土

地の所有者と土地の利用について新たな契約を締結することができます。同一の者が土地と建物を所有する場合、建物のみを

取得した買受人は、売買の前後に、売主と土地の利用に関する契約を締結する必要があります。 

 

3. 担保権設定 

 

 インドネシアの抵当権に関する法令に従い、政令 16 号は、同一の者が土地と建物を所有している場合に、土地と一緒に建物に

抵当権を設定することを認めています。 

 

 もし土地と建物の所有者が異なる場合、又は土地の所有者が建物だけに担保権を設定する場合、政令 16 号は、建物について

譲渡担保を設定することを認めました(抵当権の対象となっている建物には譲渡担保を設定することはできません。)。この点は、

インドネシアの不動産市場をより魅力的にすると期待されています。 

 

4. 保険制度 

 

 従前の制度では、公共用の建物の所有者が、建物の利用期間中、建物の瑕疵をカバーする保険に加入することが義務づけら

れていましたが、政令 16 号では、保険に加入しないことも認められました。  
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西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 

y.yoshimoto@nishimura.com 

2002 年弁護士登録。三井物産株式会社法務部および米国三井物産株式会社ニューヨーク本店出向後、2012 年

ジャカルタの Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro 法律事務所出向。海外各国におけるコンプライアンス問題や日

本企業のアジア進出等を幅広く手掛ける。 

 

Siti Kemala Nuraida Attorney-at-Law (Admitted in Indonesia), Jakarta Office*1 Walalangi & Partners 
Snuraida@wplaws.com 

Mrs. Siti Kemala Nuraida is an experienced and very talented Indonesian lawyer, with more than seven years of 
experience, whose expertise are in banking and finance, multi-finance fintech and construction. At her term at W&P, the 
clients highly praise her for her insightful legal analysis and practical solutions. She is recognized by HukumOnline as 
one of inspiring NexGen Lawyers 2020. 

 

Andhika Indrapraja Attorney-at-Law (Admitted in Indonesia), Jakarta Office*1Walalangi & Partners 
Aindrapraja@wplaws.com 

Mr. Andhika Indrapraja is a bright young lawyer, with more than 6 years of experience, assisting clients on various M&As 
Transactions, Real Estate Transactions and General Corporate Matters, particularly focusing on real property, 
construction and personal data. 

*1 Associate office 
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当事務所のアジアプラクティスは、日本とベトナム、インドネシア、シンガポール、フィリピン、タイ、マレーシア、ラオス、カンボジア、ミャンマー、イン

ド、中国、台湾、香港、韓国等を含むアジア諸国との間の、国際取引を幅広く取り扱っております。例えば、一般企業法務、企業買収、エネルギー・天然資源関

連、大型インフラ、プロジェクト・ファイナンス、知的財産権、紛争処理、進出および撤退等の取引について、同地域において執務経験のある弁護士が中心とな

り、同地域のビジネスおよび法律実務を熟知した、実践的なリーガルサービスの提供を行っております。本ニューズレターは、クライアントの皆様のニーズに即

応すべく、同地域に関する最新の情報を発信することを目的として発行しているものです。 
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